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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年４月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２４年１月２日 ０３時０５分ごろ～０３時１０分ごろの

間） 

発生場所 東京都小笠原村南鳥島北東４２０km 付近 

（概位 北緯２７°０３.０′ 東経１５６°５６.０′） 

事故調査の経過  平成２４年１月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第三 寿
ことぶき

丸、１９トン 

 ２９４－１９０５０宮崎、有限会社寿水産 

 １６.４０ｍ（Lr）×３.８３ｍ×１.６２ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４７８.０８kＷ、昭和６１年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５６歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５３年１０月２７日 

  免許証交付日 平成１９年７月４日 

         （平成２４年７月３０日まで有効） 

甲板員Ａ 男性 ５４歳 

 死傷者等 死亡 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員Ａほか５人が乗り組み、南鳥島北東沖の漁

場において、まぐろはえ縄漁の操業中、平成２４年１月１日１４時０

０分ごろから、速力約３ノット（kn）で航行しながら揚縄を開始し、

１１８個目の浮子
ふ し

を引き揚げた。 

 甲板員Ａは、翌２日０３時０５分ごろ、引き揚げた１１８個目の浮

子を船尾側にある機関室囲壁天蓋の保管場所に格納するため、前部作

業甲板から左舷舷側通路に向かった。 

甲板員Ｂは、甲板員Ａが、浮子を格納しに行ったものの、５分ほど

経っても戻ってこなかったので不審に思い、船橋で操船している船長

及び前部作業甲板でラインホーラの操作をしている機関長に報告し

た。 

船長は、０３時１０分ごろ、５人の乗組員と共に船内及び付近の海
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域を捜索したが、甲板員Ａを発見できなかった。 

船長は、所属する漁業協同組合に通報し、同組合が海上保安庁に連

絡を行い、１月４日まで３隻の僚船と共に操業海域付近を捜索したが

甲板員Ａを発見できず、甲板員Ａは、行方不明となり、後日、死亡届

により除籍された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮流 西流約０.２kn、水温 約２３℃  

 その他の事項 

 

本船は、船首から船首倉庫、前部作業甲板、船橋、機関室囲壁及び

後部作業甲板の順で配置され、左舷舷側に高さ約０.８ｍのブルワー

クと高さ約１.５ｍの機関室囲壁で囲まれた前部作業甲板から後部作

業甲板に至る通路があり、同囲壁には、通路から高さ約１.１ｍの位

置に手すりが、また、同囲壁天蓋上周囲及びブルワークトップには、

高さ０.６ｍ及び０.４ｍの手すりがそれぞれ設けられていた。 

乗組員は、浮子を機関室囲壁天蓋の保管場所に格納する場合、ブル

ワーク又はブルワークトップの手すり及び機関室囲壁の手すりに上

り、片足をそれぞれの手すり等に掛けると共に片手で機関室囲壁天蓋

上の手すりを握り、同手すり越しに片手で浮子を持ち上げて置いてい

た。 

甲板員Ａは、約４０年間まぐろはえ縄漁船等に甲板員として乗船し

ており、本船には、平成２３年９月２５日から甲板員として乗船して

いた。 

甲板員Ａは、持病もなく、良好な健康状態であった。 

甲板員Ａは、青色の合羽上下を着て蛍光テープを張ったヘルメット

をかぶっていたが、救命胴衣を着用していなかった。 

甲板員Ｃは、後部作業甲板で朝食の準備をしていたが、落水音等を

聞いていなかった。 

本船の漁具は、全長約９２km の幹
みき

縄
なわ

、幹縄の約７６５ｍごとに付け

た１２０個の浮子、浮子間に付けた釣針のある１６本の枝
えだ

縄
なわ

等で構成

されていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

なし 

 甲板員Ａは、行方不明になったが、後日、死亡届により除籍され

た。 

本船は、南鳥島北東沖の漁場において、まぐろはえ縄漁の操業中、

甲板員Ａが、浮子を格納するため、０３時０５分ごろ、前部作業甲板

から機関室囲壁天蓋の浮子保管場所に向かったが戻ってこないので、

０３時１０分ごろ、乗組員により船内を捜索したが発見できず、行方

不明となり、この間において、落水したものと考えられる。 
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甲板員Ａは、浮子を浮子保管場所に置くため、ブルワーク又はブル

ワークトップの手すり及び機関室囲壁の手すりに上り、片足をそれぞ

れの手すり等に掛けた際にバランスを崩して落水した可能性があると

考えられるが、落水した状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、夜間、本船が、南鳥島北東沖の漁場において、まぐろは

え縄漁の操業中、甲板員Ａが落水したことにより発生したものと考え

られる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・暴露甲板では、救命胴衣を着用すること。 

 




